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行
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規
　
則

◯
秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
一
・
税
務
課
）

告
　
示

◯
字
の
区
域
の
変
更
（
二
八
・
市
町
村
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
二
九
〜
三
二
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
三
・
農
山
村
振
興
課
）

◯
秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
（
三
四
・
水
産
漁
港
課
）

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
五
・
北
秋
田
建
設
事
務
所
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
六
・
秋
田
建
設
事
務
所
）

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
七
・
由
利
建
設
事
務
所
）

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
（
三
八
・
会
計
課
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
山
本
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
仙
北
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
二
件

そ
の
他

◯
平
成
十
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
合
格
者
（
市
町
村
課
）

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
一
号

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
附
則
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
と
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
二
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
市
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
同
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

規
　
　
　
　
　
　
則

告
　
　
　
　
　
　
示

変

更

前

の

字

の

区

域

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
大
湯
外
一
六
国
有
林
六
一
林
班
は

10

、
は
11

、
は
12

、
る
、
わ
、
か
、
よ
、
ら
小
班
の
次
の
道
イ

一
か
ら
二
一
介
一
ま
で
の
点
を
順
次
結
ぶ
線
及
び
道
イ
一
の

点
と
二
一
介
一
の
点
と
を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
る
区
域

道
イ
一
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
八
一
〇
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
一
六
三
七

道
イ
二
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
四
七
一
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
六
秒
六
二
七
一

道
イ
三
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
三
二
〇
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
六
秒
八
一
六
五

道
イ
四
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
〇
九
九
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
七
一
二
二

中
二
補
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
〇
五
一
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
八
六
二
二

中
三
　
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
一
二
三
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
九
三
四
四

中
四
　
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
〇
二
一
五

変
更
後
の
字
の
区
域

鹿
角
市
十
和
田
大
湯
字
中

滝
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東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
八
秒
六
六
七
三

中
四
補
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
九
五
三
一

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
八
秒
七
一
〇
五

道
イ
五
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
九
六
二
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
九
秒
〇
五
八
二

道
イ
六
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
〇
七
六
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
九
秒
六
三
二
八

道
イ
七
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
三
〇
六
六

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
〇
秒
四
五
八
五

道
イ
八
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
七
五
七
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
二
秒
〇
一
五
三

道
イ
九
　
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
八
七
四
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
二
秒
七
七
六
九

道
イ
一
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
八
二
三
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
三
秒
五
一
五
五

道
イ
一
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
五
五
九
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
四
秒
二
〇
二
一

道
イ
一
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
七
〇
〇
一

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
五
秒
五
七
二
四

道
イ
一
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
二
〇
八
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
六
秒
四
五
一
三

道
イ
一
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
〇
八
四
五

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
六
秒
三
九
六
五

道
イ
一
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
〇
秒
九
五
七
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
七
秒
六
六
二
八

道
イ
一
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
〇
秒
九
三
六
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
二
七
五
九

道
イ
一
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
一
二
七
六

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
八
七
三
九

道
イ
一
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
三
八
二
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
九
三
四
五

道
イ
一
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
一
秒
七
一
八
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
六
五
一
八

道
イ
二
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
四
二
九
九

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
二
秒
一
七
四
六

道
イ
二
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
六
一
五
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
二
秒
六
〇
五
五

道
イ
二
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
二
〇
四
九

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
二
秒
八
三
五
九

道
イ
二
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
八
一
〇
九

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
四
秒
一
二
一
五

道
イ
二
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
四
秒
四
五
一
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
五
秒
六
〇
一
五

道
イ
二
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
五
秒
〇
九
七
六

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
七
秒
〇
六
八
七

道
イ
二
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
五
秒
七
六
五
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
八
秒
五
三
一
二

道
イ
二
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
三
一
三
一

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
一
一
三
七

道
イ
二
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
三
五
九
三

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
九
八
八
〇

道
イ
二
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
五
七
九
三

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
一
秒
七
九
九
七

道
イ
三
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
八
九
四
四

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
二
秒
五
一
二
八

道
イ
三
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
三
四
八
三

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
二
秒
六
六
八
八

道
イ
三
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
五
二
八
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
三
秒
四
五
四
七

道
イ
三
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
六
二
三
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
三
秒
九
五
二
五

道
イ
三
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
九
二
一
七

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
四
秒
六
九
五
二

道
イ
三
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
二
〇
八
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
五
秒
四
四
九
〇

道
イ
三
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
四
五
九
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
六
秒
一
八
八
七

道
イ
三
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
七
六
七
五

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
六
秒
八
六
九
九

道
イ
三
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
八
五
二
三
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東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
七
秒
六
一
二
八

道
イ
三
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
八
二
四
〇

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
八
秒
三
七
六
〇

道
イ
四
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
八
六
七
五

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
八
秒
八
三
四
八

道
イ
四
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
六
四
七
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
九
秒
九
四
四
二

道
イ
四
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
四
一
三
〇

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
七
一
〇
五

道
イ
四
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
一
三
八
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
一
秒
四
八
二
三

道
イ
四
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
八
〇
三
八

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
二
秒
一
八
二
八

道
イ
四
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
五
六
九
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
二
秒
九
五
四
三

道
イ
四
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
二
一
三
一

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
三
秒
六
二
八
九

道
イ
四
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
八
五
八
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
四
秒
三
一
七
五

道
イ
四
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
四
五
七
七

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
四
秒
九
八
二
八

道
イ
四
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
〇
二
九
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
五
秒
六
二
〇
八

道
イ
五
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
五
秒
六
九
六
四

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
六
秒
三
五
四
八

道
イ
五
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
〇
七
七
八

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
六
秒
七
五
二
九

道
イ
五
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
五
一
八
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
六
秒
一
二
八
九

道
イ
五
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
九
〇
七
一

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
五
秒
四
四
九
二

道
イ
五
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
三
二
八
一

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
四
秒
七
九
八
〇

道
イ
五
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
七
二
五
一

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
四
秒
〇
九
八
四

道
イ
五
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
〇
九
五
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
三
秒
三
六
八
六

道
イ
五
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
五
七
五
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
二
秒
七
〇
一
三

道
イ
五
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
六
七
三
七

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
一
秒
七
九
四
一

道
イ
五
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
九
一
一
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
九
九
八
一

道
イ
六
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
一
七
〇
四

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
三
六
三
二

道
イ
六
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
六
八
二
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
六
二
九
六

道
イ
六
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
七
七
一
六

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
三
五
一
五

道
イ
六
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
二
八
八
三

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
一
〇
秒
〇
八
八
六

道
イ
六
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
四
二
五
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
九
秒
三
五
一
〇

道
イ
六
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
五
九
九
五

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
八
秒
四
七
八
一

道
イ
六
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
五
二
〇
六

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
七
秒
五
六
一
八

道
イ
六
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
五
五
八
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
六
秒
六
一
五
九

道
イ
六
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
四
〇
四
四

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
五
秒
七
〇
九
七

道
イ
六
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
九
秒
〇
八
一
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
四
秒
九
〇
八
四

道
イ
七
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
七
〇
二
二

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
四
秒
一
九
二
三

道
イ
七
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
〇
六
三
三

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
二
秒
七
一
九
六

道
イ
七
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
八
秒
〇
二
六
六

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
二
秒
二
二
〇
五

道
イ
七
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
七
七
七
一
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秋
田
県
告
示
第
二
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

４

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
一
秒
九
〇
七
三

道
イ
七
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
五
三
〇
八

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
一
秒
一
七
二
三

道
イ
七
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
三
四
一
九

東
経
一
四
〇
度
五
四
分
〇
〇
秒
三
四
二
四

道
イ
七
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
七
秒
〇
四
五
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
九
秒
五
八
六
一

道
イ
七
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
六
二
三
五

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
八
秒
九
〇
五
六

道
イ
七
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
六
秒
二
九
四
四

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
八
秒
一
八
三
二

道
イ
七
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
五
秒
七
八
二
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
六
秒
六
二
〇
七

道
イ
八
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
五
秒
二
六
四
一

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
五
秒
〇
五
八
七

道
イ
八
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
四
秒
九
七
八
五

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
四
秒
二
九
九
九

道
イ
八
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
四
秒
七
一
〇
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
三
秒
五
二
五
〇

道
イ
八
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
四
秒
四
九
二
六

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
二
秒
七
二
二
二

道
イ
八
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
四
秒
一
八
九
六

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
九
六
六
八

道
イ
八
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
九
二
〇
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
一
秒
二
〇
〇
八

道
イ
八
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
五
九
八
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
七
一
三
八

道
イ
八
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
四
二
三
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
五
〇
秒
一
〇
九
八

道
イ
八
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
四
六
五
九

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
九
秒
四
九
五
一

道
イ
八
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
二
〇
四
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
二
六
九
五

道
イ
九
〇
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
七
〇
三
五

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
三
〇
五
五

道
イ
九
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
六
二
二
二

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
八
秒
〇
九
三
九

道
イ
九
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
五
四
一
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
七
秒
六
〇
二
四

道
イ
九
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
七
〇
七
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
六
秒
七
〇
三
三

道
イ
九
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
九
四
三
三

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
六
秒
一
九
九
八

道
イ
九
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
一
一
〇
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
五
秒
三
九
八
二

二
一
介
九
補
一
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
四
二
五
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
五
秒
二
三
三
二

二
一
介
九
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
一
四
八
四

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
四
秒
一
六
九
五

二
一
介
八
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
二
八
九
〇

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
三
秒
二
一
八
七

二
一
介
七
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
三
秒
二
七
七
一

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
二
秒
三
七
六
二

二
一
介
六
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
九
九
七
一

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
四
〇
秒
八
二
七
六

二
一
介
五
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
六
八
一
五

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
九
秒
八
七
一
二

二
一
介
四
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
五
四
九
八

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
九
秒
三
四
四
九

二
一
介
三
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
四
六
八
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
八
秒
七
六
一
〇

二
一
介
二
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
七
二
一
七

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
八
五
六
九

二
一
介
一
　
　
　
北
緯
　
四
〇
度
二
二
分
二
二
秒
八
八
五
〇

東
経
一
四
〇
度
五
三
分
三
七
秒
五
一
七
〇
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き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

天
王
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
蒲
沼
六
十
三
の
二
十
七

二
　
天
王
町
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

天
王
町
役
場
　
産
業
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

本
荘
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

本
荘
市
出
戸
町
東
梵
天
二
百
五
十
七
外

二
　
本
荘
市
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

本
荘
市
役
所
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

西
馬
音
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

雄
勝
郡
羽
後
町
字
南
西
馬
音
内
二
百
十
三
番

二
　
羽
後
町
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

羽
後
町
役
場
　
企
画
商
工
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
新
雄
物
川
店

平
鹿
郡
雄
物
川
町
沼
館
字
佐
田
一
番
地
の
一
外

５
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二
　
雄
物
川
町
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

雄
物
川
町
役
場
　
企
画
商
工
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
十
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

琴
丘
町

（二）

成
果
の
名
称

山
本
郡
琴
丘
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
本
郡
琴
丘
町
大
字
鹿
渡
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

〇
・
七
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
日

二
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

藤
里
町

（二）

成
果
の
名
称

山
本
郡
藤
里
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

〇
・
七
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
日

三
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

峰
浜
村

（二）

成
果
の
名
称

山
本
郡
峰
浜
村
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
本
郡
峰
浜
村
大
字
畑
谷
、
塙
、
坂
形
の
各
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

一
・
〇
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
日

四
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
和
町

（二）

成
果
の
名
称

河
辺
郡
雄
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

河
辺
郡
雄
和
町
大
字
戸
賀
沢
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
二
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

〇
・
五
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
日

五
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
和
町

（二）

成
果
の
名
称

河
辺
郡
雄
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

河
辺
郡
雄
和
町
大
字
椿
川
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

一
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

６
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平
成
十
五
年
一
月
十
日

六
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

大
館
市

（二）

成
果
の
名
称

大
館
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
館
市
大
字
粕
田
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度

三
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
五
年
一
月
十
日

秋
田
県
告
示
第
三
十
四
号

秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
海
洋
生
物
資
源
の

保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

一
　
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

（一）

本
県
の
水
産
業
は
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
は
生
産
量
及
び
生
産
金

額
と
も
次
第
に
増
加
傾
向
を
続
け
、
生
産
量
で
は
昭
和
五
十
年
に
三
万
四
千
ト
ン
、
生
産
額
で

は
昭
和
五
十
二
年
に
百
四
十
億
円
と
ピ
ー
ク
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
が
続

き
、
近
年
は
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
低
迷
状
況
が
続

い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
県
北
部
沿
岸
、
男
鹿
半
島
周
辺
及
び
県
南
部
沿
岸
に
お
い
て
は
、

依
然
と
し
て
水
産
業
が
中
核
産
業
と
な
っ
て
い
る
地
域
も
多
く
、
地
域
振
興
の
た
め
に
も
水
産

業
の
発
展
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
か

つ
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（二）

本
県
沖
合
水
域
は
、
寒
暖
両
流
が
交
錯
し
多
種
類
の
魚
介
類
が
生
息
し
て
い
る
が
、
漁
業
生

産
構
造
に
お
い
て
沿
岸
漁
業
を
主
体
と
し
た
小
規
模
経
営
体
が
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
多

種
少
産
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
複
数
の
漁
業
種
類
間
に
お
け
る
漁
場
及
び
資
源
利
用
面
で
の
競

合
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
問
題
点
も
多
い
。

一
方
、
海
洋
生
物
資
源
の
現
状
を
見
る
と
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お
い
て
は
そ
の
多
く
が
低

水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
県
海
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
も
低
水
準
、
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
、
県
民
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
の

み
な
ら
ず
、
地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支
障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

（三）

県
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
等
種
々
の
保
存
及
び
管

理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
ア
ワ
ビ
等
の
地
先
資
源
を
始
め
、
近
年

で
は
ハ
タ
ハ
タ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
広
域
回
遊
資
源
も
含
め
た
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
及
び
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
さ
ら
に
海
洋
生
物
資
源
の
適
切
な
保

存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
都
道
府
県
別

の
数
量
に
つ
い
て
適
切
な
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（四）

漁
獲
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の
指
導
又
は
採
補
の
数
量

の
公
表
等
の
実
効
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
補
実
績
の
的
確
な

把
握
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

（五）

漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
た
め

に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等

の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
当
該
デ
ー
タ
の
蓄
積
又
は
知

見
の
進
展
を
図
る
た
め
に
、
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
、
国
又
は
関
係
県
と
の
連
携

の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
資
源
管
理
の
充
実
を
図
る

た
め
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
管
理
措
置
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

（六）

特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
資
源
管
理
を
推
進
す

る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（七）

海
洋
生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
協
定
制
度
の
活
用
等
に
よ
り
引
き

続
き
漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
資
源
管
理
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
関
す

る
事
項

（一）

平
成
十
四
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び
漁
獲
可

能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（１）

す
け
と
う
だ
ら

平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
　
　
　
若
干

（２）

ま
あ
じ

平
成
十
四
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
若
干

（３）

ず
わ
い
が
に

平
成
十
四
年
七
月
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
ま
で
　
　
　
四
十
ト
ン

（４）

す
る
め
い
か

平
成
十
四
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
若
干

７
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（二）

平
成
十
五
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
及
び
漁
獲
可

能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（１）

す
け
と
う
だ
ら

平
成
十
五
年
四
月
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
ま
で
　
　
　
若
干

（２）

ま
あ
じ

平
成
十
五
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
若
干

（３）

ず
わ
い
が
に

平
成
十
五
年
七
月
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
ま
で
　
　
　
二
十
六
ト
ン

（４）

す
る
め
い
か

平
成
十
五
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
若
干

三
　
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
数
量
に
関
し
実
施
す

べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

（一）

す
け
と
う
だ
ら

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制

と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲

実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（二）

ま
あ
じ

小
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
行
使
統
数
を
維
持
す
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
漁
獲

量
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

大
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

免
許
統
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操

業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（三）

ず
わ
い
が
に

か
ご
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
可
隻

数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（四）

す
る
め
い
か

五
ト
ン
未
満
漁
船
に
よ
る
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
漁
獲
規
制
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
と
し
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲

実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四
　
そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

（一）

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な

資
源
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資

源
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
充
実
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（二）

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
及
び
産
卵
親
魚
の
保
護
等
に

向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
三
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年

十
月
一
日
付
け
指
令
北
建
―
千
八
百
九
十
八
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
台
東
区

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
榎
　
本
　
昌
　
譽

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
館
市
餌
釣
字
前
田
一
番
、
二
番
、
八
十
九
番
、
九
十
番
一
、
九
十
番
二
、
九
十
五
番
、
九
十

六
番
一
、
九
十
六
番
二
、
九
十
七
番
一
、
九
十
七
番
二
、
九
十
八
番
、
九
十
九
番
、
百
番
、
百
一

番
、
百
二
番
、
百
三
番
、
百
四
番
、
百
五
番
、
百
六
番
、
百
八
番
、
百
九
番
、
百
十
番
、
百
十
一

番
、
百
十
二
番
、
百
十
三
番
、
百
十
六
番
、
百
十
七
番
、
百
十
八
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
番
、

百
二
十
一
番
、
百
二
十
二
番
、
百
二
十
三
番
、
百
二
十
四
番
、
百
二
十
五
番
、
百
二
十
六
番
、
百

二
十
九
番
、
百
三
十
番
、
百
三
十
一
番
、
百
三
十
二
番
、
百
三
十
三
番
、
百
三
十
四
番
、
百
三
十

五
番
、
百
三
十
六
番
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
八
番
、
百
三
十
九
番
、
百
四
十
番
二
、
百
四
十
一

番
一
、
百
四
十
一
番
二
、
百
四
十
二
番
、
百
八
十
五
番
、
百
八
十
六
番
一
、
百
八
十
六
番
二
、
百

八
十
八
番
、
百
八
十
九
番
、
百
九
十
番
、
百
九
十
一
番
、
百
九
十
二
番
、
百
九
十
三
番
、
百
九
十

四
番
、
百
九
十
五
番
、
百
九
十
六
番
、
百
九
十
七
番
、
百
九
十
八
番
、
百
九
十
九
番
、
二
百
番
、

二
百
一
番
、
二
百
二
番
、
二
百
三
番
、
二
百
四
番
、
二
百
五
番
、
二
百
六
番
、
二
百
七
番
、
二
百

八
番
、
二
百
九
番
一
、
二
百
十
番
一
、
二
百
十
一
番
一
、
二
百
十
四
番
一
、
二
百
十
五
番
一
、
二

百
十
六
番
一
、
二
百
十
七
番
一
、
二
百
十
八
番
一
、
二
百
十
九
番
一
、
二
百
二
十
番
一
、
二
百
二

十
一
番
一
、
二
百
二
十
二
番
、
二
百
二
十
三
番
一
、
二
百
二
十
四
番
一
、
二
百
二
十
五
番
一
、
二

百
二
十
六
番
一
、
二
百
二
十
七
番
一
、
二
百
二
十
八
番
、
二
百
二
十
九
番
一
、
二
百
三
十
番
一
、

二
百
三
十
一
番
一
、
二
百
三
十
二
番
一
、
二
百
三
十
三
番
一
、
二
百
三
十
四
番
一
、
二
百
三
十
五

番
一
、
二
百
三
十
六
番
一
、
二
百
三
十
七
番
一
、
二
百
三
十
七
番
二
、
及
び
二
百
三
十
八
番
一

秋
田
県
告
示
第
三
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

８
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第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
秋
田
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
下
水
道
　
秋
田
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
一
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
一
号
、
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
百
五
十
七
号
、

昭
和
六
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
二
十
四
号
、
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
、

昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号
、
平
成
四
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
、

平
成
七
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
十
六
号
、
平
成
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
二
十
八
号
及
び
平
成
十

一
年
秋
田
県
告
示
第
百
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
秋
田
市
金
足
下
刈
字
北
野
、
字
雨
池
並
び

に
下
新
城
長
岡
字
毛
無
谷
地
並
び
に
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
並
び
に
飯
島
字
掘
川
、
字
平
右

衛
門
田
尻
、
字
飯
島
水
尻
、
字
長
山
下
、
字
田
尻
堰
越
、
字
田
尻
、
字
南
場
掛
、
字
大
袋
並
び

に
外
旭
川
字
大
谷
地
、
字
小
谷
地
、
字
待
合
、
字
四
百
刈
、
字
神
田
、
字
梶
ノ
目
並
び
に
泉
字

五
庵
山
並
び
に
濁
川
字
掘
尾
田
、
字
後
田
、
字
鎌
ノ
沢
並
び
に
手
形
字
大
沢
並
び
に
柳
田
字
境

田
、
字
川
崎
並
び
に
広
面
字
谷
内
佐
渡
並
び
に
下
北
手
松
崎
字
大
巻
、
字
大
沢
田
、
字
家
ノ
前
、

字
碇
並
び
に
下
北
手
桜
字
真
実
ケ
沢
、
字
宮
ケ
沢
並
び
に
桜
二
丁
目
並
び
に
横
森
三
丁
目
並
び

に
楢
山
字
石
塚
谷
地
並
び
に
牛
島
東
七
丁
目
並
び
に
新
屋
下
川
原
町
並
び
に
新
屋
北
浜
町
並
び

に
仁
井
田
字
西
潟
敷
、
字
切
上
、
字
新
中
島
、
字
中
新
田
並
び
に
仁
井
田
本
町
二
丁
目
並
び
に

四
ツ
小
屋
字
東
泉
寺
、
字
街
道
東
、
字
下
川
原
、
字
中
野
並
び
に
四
ツ
小
屋
末
戸
松
本
字
坂
ノ

上
並
び
に
新
屋
町
字
田
尻
沢
並
び
に
浜
田
字
宮
田
沢
、
字
家
後
、
字
石
山
、
字
出
小
屋
、
字
元

中
村
、
字
藍
ノ
原
、
字
陣
ケ
原
及
び
字
境
川
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

（二）

使
用
の
部
分

変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年

十
二
月
十
三
日
付
け
指
令
由
建
―
三
千
二
百
八
十
一
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了

し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

本
荘
市
土
谷
字
金
山
沢
五
番
地
十

株
式
会
社
本
荘
生
コ
ン

代
表
取
締
役
　
荒
　
川
　
洋
　
次

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

本
荘
市
土
谷
字
金
山
沢
五
番
十
、
五
番
二
十
一
、
六
番
二
、
六
番
四
、
七
番
一
、
八
番
、
九
番
、

十
二
番
一
、
十
二
番
二
及
び
十
二
番
三
並
び
に
字
中
峰
八
番
一
、
八
番
二
、
八
番
四
及
び
八
番
五

並
び
に
二
十
六
木
字
下
鎌
田
野
七
十
八
番
九

秋
田
県
告
示
第
三
十
八
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

能
代
市
産
物
土
地
改
良
区
か
ら
土
地
改
良
事
業
（
産
物
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
か
ん
が
い
排

水
）
）
に
係
る
工
事
が
平
成
十
四
年
五
月
十
三
日
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

９

証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の

住

所

及

び

氏

名

秋
田
市
土
崎
港
中
央
五
丁
目

一
番
六
号

保
　
坂
　
律
　
子

売
り
さ
ば
き
場
所

秋
田
市
土
崎
港
中
央
五
丁
目

一
番
六
号

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
一
月
八
日

公
　
　
　
　
　
　
告
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平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
三
地
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備

事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
仁
賀
保
町
役
場

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
和
町
か
ら
な
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る

協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
町
営
土
地
改
良
事
業
（
和
田
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
基

幹
水
利
施
設
）
）
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
協
和
町
役
場

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
　
一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
山
本
建
設
事
務
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

１０
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平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

超
低
温
フ
リ
ー
ザ
　
一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
衛
生
科
学
研
究
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）
午
前
十
一
時
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
七
日
に
実
施
し
た
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
結
果
、
次
の

者
が
合
格
し
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
七
日

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
　
砂
子
田
　
　
　
隆
　

受
験
番
号

〇
五
一
〇
〇
〇
一
　
　
〇
五
一
〇
〇
〇
二
　
　
〇
五
一
〇
〇
〇
三
　
　
〇
五
一
〇
〇
〇
九

〇
五
一
〇
〇
一
〇
　
　
〇
五
一
〇
〇
三
一
　
　
〇
五
一
〇
〇
三
三
　
　
〇
五
一
〇
〇
三
六

〇
五
一
〇
〇
三
七
　
　
〇
五
一
〇
〇
四
三
　
　
〇
五
一
〇
〇
四
四
　
　
〇
五
一
〇
〇
五
三

〇
五
一
〇
〇
六
〇
　
　
〇
五
一
〇
〇
六
八
　
　
〇
五
一
〇
〇
八
三
　
　
〇
五
一
〇
〇
九
三

〇
五
一
〇
〇
九
八
　
　
〇
五
一
〇
一
〇
三
　
　
〇
五
一
〇
一
一
〇
　
　
〇
五
一
〇
一
一
二

〇
五
一
〇
一
二
二
　
　
〇
五
一
〇
一
二
三
　
　
〇
五
一
〇
一
三
七
　
　
〇
五
一
〇
一
四
五

〇
五
一
〇
一
四
九
　
　
〇
五
一
〇
一
五
三
　
　
〇
五
一
〇
一
八
一
　
　
〇
五
一
〇
一
八
六

〇
五
一
〇
二
一
一
　
　
〇
五
一
〇
二
一
四
　
　
〇
五
一
〇
二
三
三
　
　
〇
五
一
〇
二
三
九

〇
五
一
〇
二
六
三
　
　
〇
五
一
〇
二
九
二
　
　
〇
五
一
〇
三
〇
〇
　
　
〇
五
一
〇
三
二
六

〇
五
一
〇
三
四
一

１１
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